
避難所へペットを連れて行ってもいいの？？

防災情報 防災対策課　☎０７３８-２３-５５２８

　昨年、９月から10月にかけ３つの大きな台風が関東地方をおそいました。それによる被害はとても大きく
避難所へ避難した人も多くいたと言われています。しかし、中には「避難所にはペットを連れて行けないから
家にいるしかない」という理由で避難しなかったという人もいました。環境省は、平成25年６月に「人と
ペットの災害対策ガイドライン」を作成しています。これに準じて、御坊市でもペットとの同行避難をするこ
とは可能です。
◎同行避難と同伴避難の違い◎
　同行避難とは、災害が発生し自宅で生活が出来なくなり、避難所等で生活することとなった場合、ペットと
避難所等へ一緒に避難することです。ただし、同伴避難（避難所等の同じスペースでペットと同じ生活をす
る）ではありません。
◎避難所内でのルール◎
　避難者の中には、動物が苦手な人やアレルギーの問題もあるため、避難所室内への入室は出来ません。ペッ
トが小型の動物の場合、ゲージに入れ避難所の指定の場所で飼育していただきます。また、大型動物の場合、
避難所で指定されている場所につないでもらうことになります。
◎飼い主が普段行うべき対策の例◎
　これから先、いつ・どこで大規模災害が発生するかわかりません。人間と同様に避難所にあったペットの飼
育についてのルール作りを考えていかなければなりません。また、飼い主はペットも安心して避難所にいられ
るような対策を行い、飼い主同士の共助のためのコミュニケーションを図り、ペットと一緒に避難訓練にも参
加しましょう。

　市内や日高郡内で「車上ねらい」や「自転車盗」が多発しています。
　「車上ねらい」ではすべての車両が、「自転車盗」はほとんどの自転車が無施錠（鍵をかけていない）で
被害に遭っています。
・車から離れる際は、わずかな時間でも、車内に現金や貴重品などは置いたままにせず、しっかりと鍵をか
　けましょう。
・また、自転車には、通常の鍵以外に、ワイヤー錠やチェーン錠などをかけ、
　ツーロックで盗難被害を防止しましょう。
・不審な人物を見かけた時は、すぐに110番通報してください。
♢問い合わせ　御坊警察署　☎0738-23-0110　
　　　　　　　防災対策課　☎0738-23-5528　

（参考）：
『ペットも守ろう！防災対策』
環境省で作成されましたペット
の防災対策のリーフレットです。
ペットの防災対策や災害時に役
に立つしつけ、災害後にペット
と過ごす注意点についてなど詳
しく記載されています。
一度、ご覧ください。

◆住まいの防災対策
◆ペットのしつけと健康管理
◆ペットが迷子にならないための対策
　（マイクロチップ等による所有者明示、他）
◆ペット用の避難用具や備蓄品の確保
　（備蓄品は７日以上が望ましい）
◆避難所や避難ルートの確認等の準備
◆避難所以外の避難先やペットの預け先の確保

【ペットの防災対策（例）】

御坊警察署からのお知らせ御坊警察署からのお知らせ ～カギかけは、最も身近で重要な防犯対策～
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